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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
二
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
五
反
田
七
百
八
十
一
番
一
の
一

部
、
七
百
八
十
一
番
四
の
一
部
、
七
百
八
十
一
番
十
一
の
一
部
及
び
七
百
八
十
九
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 
 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
三
号 

 
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
図
化
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
七
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
本
庄
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

本
庄
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量 

数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
） 

地
上
解
像
度
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

三 

作
業
地
域 

 
 

本
庄
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
白
岡
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

白
岡
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

白
岡
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
、
四
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
郷
市
彦
糸
三
丁
目
ほ
か 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
計
測
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

烏
川
、
神
流
川
（
高
崎
河
川
国
道
事
務
所
管
内
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
八
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
五
三
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
田
波
目
字
沖
野
五
百
六
十
番
外
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

百
七
十
六
・
三
九
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
〇
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立図書館システム運用・保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立熊谷図書館システム管理担当 埼玉県熊谷市箱田５丁目６番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年11月21日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号 

５ 契約金額 

  60,423,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

一 

道
路
の
種
類 

 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 
 

二
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

 

志
木
市
中
宗
岡
一
丁
目
一
四
二
四
番

三
地
先
か
ら
同
市
上
宗
岡
二
丁
目
六

六
〇
番
一
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区 
 

 
 

間 

 
 

 

四
二
・
二
八
～ 

六
四
・
九
七 

     
 

 

    

四
二
・
二
八
～ 

六
四
・
九
七 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

一
一
四
六
・
六
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
良
事
業
に

よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

辻󠄀 
 

 

幸 

二 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

長
瀞
玉
淀
自
然
公
園
線 

三 

道
路
の
区
域 



  

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
三
沢
字
西
山
九
八
四
番

一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
三
沢
字
藤
ノ
木
一

七
九
〇
番
一
地
先
ま
で 

秩
父
郡
皆
野
町
大
字
三
沢
字
西
山
九
八
四
番

五
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
三
沢
字
藤
ノ
木
一

七
九
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
一
・
八
〇
～
二
二
・
七
四 

五
・
四
〇
～
一
三
・
〇
八 

敷
地
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル)

 

八
二
六
・
〇
〇 

七
五
四
・
九
一 

延 
 

 

長 

(

メ
ー
ト
ル)

 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 
 

四
百
六
十
三
号 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

越
谷
市
大
字
南
荻
島
字
戸
井
一
二
五
五
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
南
荻
島
字
戸
井
一
二
五
六
番
地
先
ま
で 

越
谷
市
大
字
南
荻
島
字
戸
井
一
二
五
五
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
南
荻
島
字
戸
井
一
二
五
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

間 

 

三
七
・
六
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 

四
二
・
〇
〇 

 

三
七
・
六
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
・
七
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

金 

澤 

圭 

竹 

 



 
 

第

五

号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
六
年
一
月
十

九
日 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
百
二
十
―
一
、
百
二
十
―
二
、
百

三
十
六
―
一
、
百
三
十
七
―
一
、
百
三
十
七
―
三
、
百
三
十

七
―
四
、
百
三
十
八
―
一
、
百
三
十
八
―
九
、
百
三
十
八
―

十
、
百
四
十
一
―
一
、
百
四
十
一
―
三
、
百
四
十
一
―
四
及

び
百
四
十
四
の
各
一
部
並
び
に
百
二
十
―
一
、
百
二
十
―

二
、
百
三
十
八
―
一
、
百
三
十
八
―
九
、
百
四
十
一
―
一
及

び
百
四
十
一
―
四
の
各
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
百
二
十
一
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



 

指

定

番

号 

 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
六
十
二
―
九
並
び
に
六
十
二
―

十
四
の
一
部
並
び
に
六
十
二
―
九
及
び
六
十
二
―
十
四
の

各
先 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
百
十
―
五
、
百
十
―
六
、
百
十
一

―
一
、
百
十
一
―
三
、
百
十
一
―
五
、
百
十
一
―
六
、
百
十

二
―
四
、
百
十
二
―
五
、
百
十
二
―
六
、
百
十
四
―
八
、
百

十
四
―
九
、
百
十
四
―
十
、
百
十
四
―
十
一
、
七
百
八
十
一

―
七
、
七
百
八
十
一
―
十
七
及
び
七
百
八
十
一
―
十
八
並
び

に
百
十
―
四
、
百
十
四
―
一
、
百
二
十
―
一
、
百
二
十
―
二
、

百
二
十
一
―
一
、
百
二
十
一
―
二
、
百
二
十
五
―
一
、
百
二

十
五
―
二
、
百
二
十
五
―
三
、
百
二
十
五
―
四
、
百
二
十
五

―
六
、
百
三
十
八
―
六
、
百
三
十
八
―
十
二
、
七
百
七
十
九

―
七
、
七
百
七
十
九
―
十
二
、
七
百
七
十
九
―
十
四
、
七
百

七
十
九
―
十
五
、
七
百
七
十
九
―
十
六
、
七
百
七
十
九
―
二

十
五
、
七
百
七
十
九
―
二
十
六
、
七
百
八
十
一
―
五
、
七
百

八
十
一
―
六
、
七
百
八
十
一
―
八
、
七
百
八
十
一
―
十
九
、

七
百
八
十
一
―
二
十
、
七
百
八
十
二
―
三
及
び
七
百
八
十
二

―
五
の
各
一
部
並
び
に
百
十
―
四
、
百
十
一
―
一
、
百
十
四

―
一
、
百
十
四
―
八
、
百
十
四
―
十
、
百
二
十
―
一
、
百
二 

  

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
九
十
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
六
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



 

指

定

番

号 

 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
三
百
三
十
四
―
一
及
び
三
百
三

十
四
―
二
十
一
の
各
一
部
並
び
に
三
百
三
十
四
―
一
及
び

三
百
三
十
四
―
二
十
一
の
各
先 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
五
百
二
十
九
―
七
、
五
百
三
十
―

十
三
及
び
五
百
四
十
六
―
二
並
び
に
五
百
二
十
九
―
三
の

一
部
並
び
に
五
百
二
十
九
―
三
、
五
百
二
十
九
―
七
、
五
百

三
十
―
十
三
及
び
五
百
四
十
六
―
二
の
各
先 

 

十
―
二
、
百
二
十
一
―
一
、
百
二
十
一
―
二
、
百
二
十
五
―

二
、
百
二
十
五
―
六
、
百
三
十
八
―
六
、
百
三
十
八
―
十
二
、

七
百
七
十
九
―
十
四
、
七
百
八
十
一
―
六
、
七
百
八
十
一
―

七
及
び
七
百
八
十
二
―
三
の
各
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
七
・
八 

四
十
八
・
〇 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇 

四
・
〇 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



 

指

定

番

号 

 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
百
十
八
―
二
及
び
百
十
九
―
二

並
び
に
百
十
九
―
三
、
百
十
九
―
四
、
百
二
十
―
一
及
び
百

二
十
―
二
の
各
一
部
並
び
に
百
十
八
―
二
、
百
十
九
―
二
及

び
百
二
十
―
二
の
各
先 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
百
十
八
―
一
、
百
十
八
―
六
、
百

十
九
―
一
、
百
十
九
―
四
、
百
二
十
二
―
一
、
百
二
十
二
―

二
、
百
二
十
三
―
二
、
百
二
十
三
―
四
、
百
二
十
四
―
一
及

び
百
二
十
四
―
二
の
各
一
部
並
び
に
百
二
十
三
―
二
及
び

百
二
十
四
―
二
の
各
先 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
六
十
一
―
二
、
六
十
二
―
二
及
び

六
十
三
―
二
の
各
一
部
並
び
に
六
十
一
―
二
、
六
十
二
―
二

及
び
六
十
三
―
二
の
各
先 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
百
二
十
三
―
二
の
一
部
並
び
に

百
二
十
三
―
二
の
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
九
・
二 

九
十
・
四 

四
十
三
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇 

五
・
〇 

六
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



 

 

指

定

番

号 

 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
岩
沢
四
百
六
十
七
―
二
、
四
百
六
十
七

―
三
、
四
百
六
十
七
―
八
、
四
百
六
十
七
―
九
、
五
百
十
三

―
二
、
五
百
十
三
―
三
、
五
百
十
三
―
四
、
五
百
十
三
―
五

及
び
五
百
十
三
―
七
の
各
一
部
並
び
に
四
百
六
十
七
―
二
、

四
百
六
十
七
―
三
、
四
百
六
十
七
―
八
、
四
百
六
十
七
―
九
、

五
百
十
三
―
二
、
五
百
十
三
―
三
、
五
百
十
三
―
四
、
五
百

十
三
―
五
及
び
五
百
十
三
―
七
の
各
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
七
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
五
号 

 
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
は
令
和
六
年
一
月
十
九
日
を
も
っ
て
指
定

を
解
除
さ
れ
た
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 

 

建
造
物 

種
類 

箭
弓
稲
荷
神
社
社
殿 

一
棟 

 
 

 

付 
 

棟
札 

二
枚 

名
称
及
び
員
数 

埼
玉
県
東
松
山
市
箭

弓
町
二
丁
目
五
番
十

四
号 所 

在 

地 

箭
弓
稲
荷
神
社 

所
有
者 
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